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１．時間外労働の上限規制の概要



時間外労働の上限規制について（概要）

・時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間（限度時間）、臨時的な特別な事情がある場合でも年720
時間、単月100時間未満（休日労働を含む）、複数月平均80時間以内（休日労働を含む）
・限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6回まで
・医業に従事する医師は2024年（令和6年）3月31日まで適用猶予
・特定医師には2024年（令和6年）4月1日以降特例あり

法改正前 法改正後

時間外労働の上限規制のイメージ



2024年度から始まる医師の時間外労働の上限規制について（概要）

・時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対しては、面接指導を実施
・休息時間の確保

時間外・休日労働の上限規制

追加的健康確保措置



２．勤務実態の把握（自己研鑽）について



勤務実態の把握について

・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。
・自己研鑽が労働時間に該当するかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」により判断さ
れます。
・医師が他の医療機関で副業・兼業を行った場合、労働時間は通算されることに注意してください。

労働時間とは？ 勤務実態の把握は、働き方改革の第一歩です。

労働時間の整理の例

右記は一例であり、労働時間に当
たるかどうかは、実態に応じて判断
されます。
院内の勤務実態の把握を進めると
ともに、医師が働き方を自己管理で
きるよう、労働時間と自己研鑽の区
別に関する考え方を明確化し、院内
で周知しましょう。



３．医師の宿日直許可について



医師の宿日直許可について

宿日直許可とは？

・宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く十分な休息をとることが可能と認められる場合には、
労働基準監督署から「宿日直許可」を得ることができます。
・宿日直に従事する時間は労働時間ですが、宿日直許可の対象となった業務に従事する時間は、
労働基準法の労働時間規制の対象から除外されます。
・宿日直許可の回数は、原則（例外あり）、同一医師の宿直が週1回、日直が月1回以内です。許
可回数を超えて宿日直に従事させた場合、超過分について通常の労働としての取扱が必要です。

対象となる業務は？

医療機関全体でなく、一部の診療科や時間帯に限った形でも申請できます。許可の対象となる
かどうかは、次のような基準に沿って総合的に判断されます。
●通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務であること
●救急患者の診療など、通常業務と同等の業務が発生することはあっても、その頻度がまれであ
ること
●宿直の場合は、相当の睡眠設備があり、夜間に十分な睡眠を取り得ること
●通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後の業務であること



医師の宿日直許可について

許可取得の流れは？

・宿日直許可の申請は、管轄の労働基準監督署で受け付けています。
・申請後、労働基準監督署による書面調査・実地調査を経て、許可の判断が行われます。



４．３６協定について



2024年4月以降の医療機関の36協定について（１）

＜新しい36協定において協定する必要がある事項＞



2024年4月以降の医療機関の36協定について（２）

＜新しい36協定において協定する必要がある事項（特別条項）＞



2024年4月以降の医療機関の36協定について（３）

＜36協定の締結に当たって留意していただきたい事項＞
・時間外・休日労働は必要最小限にとどめてください。

・使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負います。労働時間が長くなる
ほど脳・心臓疾患発症との関連性が強まります。

・時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください※。

・臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えることはできません。また、限度時間を超えて労働さ
せる必要がある場合はできる限り具体的に定めてください。この場合も、時間外労働は限度時間にできる
限り近づけるようにしてください。

※特に、連携Ｂ、Ｂ、Ｃ水準の医師については、名簿を作成するなどして、36協定の締結に当たり該当する医師を特
定しておく必要があります。



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（１）

＜様式第９号の５＞
１枚目（各水準共通）

時間外労働が限度時
間（年３６０時間）
を超えない場合は、
様式第９号の４の協
定届を使用し、届け
出てください。



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（２）

＜様式第９号の５＞
２枚目（Ａ水準）

特別延長時間の上限
１年９６０時間



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（３）

＜様式第９号の５＞
２枚目（Ｂ水準）

特別延長時間の上限
１年１８６０時間



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（４）

＜様式第９号の５＞
２枚目（連携Ｂ水準）

特別延長時間の上限
１年９６０時間



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（５）

＜様式第９号の５＞
２枚目（Ｃ水準）

特別延長時間の上限
１年１８６０時間



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（６）

＜様式第９号の５＞
３枚目（Ａ水準）

A水準の医師
の場合は
チェック不
要です



2024年4月以降の医療機関の36協定の記載例について（７）

＜様式第９号の５＞
３枚目（Ａ水準以外）



５．３６協定に関するQ＆A



医師の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａについて（１）

【Ｑ】「医業に従事する医師」と「特定医師」はどう違うのか
【Ａ】

労働者
≪一般労働者の
上限規制≫
・歯科医師
・獣医師

医業に従事する医師（労基法第141条第4項）
≪適用猶予の対象≫
・血液センター等の勤務医
・産業医

特定医師（労基法第141条第1項）
≪医師の上限規制の対象≫
・病院等で診療を行う勤務医

「医業に従事する医師」（労基法第141条第１項及び同条第４項）
医行為（当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体

に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為）を反復継続する意思をもって行う医師

「医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者」（労基法第141条第１項）
病院若しくは診療所で勤務する医師（医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務

を行わない者を除く。）又は介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師
＝「特定医師」（労規則附則第69条の２）



医師の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａについて（２）

【Ｑ】 特定医師について、必ず３６協定を締結する必要があるか

【Ａ】 特定医師に法定時間外労働（１日８時間、１週40時間を超える労働）や休日労働を行わせる
ことがない場合には、不要である。

特定医師に関する36協定においては、まずは、限度時間（１か月45時間、１年360時間）の
範囲内で延長時間を定めた上で、当該延長時間を超えて労働させる必要がある場合には、特別
条項を設け、特別延長時間等について定めることとなる。

特定医師に関する36協定の届出は、特別条項なしの場合、様式９号の４、特別条項ありの場
合、様式第９号の５を用いる。

B水準、C水準の特定医師に関する36協定を締結・届出する場合は、36協定の対象期間の開
始日以前にその指定を受けている必要がある。
B水準、C水準の指定がないにもかかわらず、当該水準に関する特定医師に関する36協定を

締結した場合、当該36協定は法定の要件を満たしていないこととなるため、一般条項及び特別
条項が全体として無効となる。



医師の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａについて（３）

【Ｑ】「労働基準法第141条第2項の上限」と「労働基準法第141条第3項の上限」はどう違うのか
【Ａ】労基法第141条第２項の上限・・・36協定において協定する際の上限（特別延長時間の上限）

副業・兼業の有無にかかわらず、自らの医療機関における時間外・休日労働時間のみで、上限
の範囲内とする必要がある。 １箇月 １年

Ａ水準

100時間未満
（例外あり）

960時間

連携Ｂ水準 960時間

Ｂ水準 1,860時間

Ｃ水準 1,860時間

１箇月 １年

Ａ水準

100時間未満
（例外あり）

960時間

連携Ｂ水準 1,860時間

Ｂ水準 1,860時間

Ｃ水準 1,860時間

労基法第141条第３項の上限・・・特定医師個人に対する上限（時間外・休日労働時間の上限）
副業・兼業があった場合には、副業・兼業先の医療機関における時間外・休日労働時間と自ら

の医療機関における時間外・休日労働時間を合わせた時間数が、当該上限の範囲内である必要が
ある。



医師の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａについて

【参考】副業・兼業を行った場合の労働時間の通算について
医師が他の医療機関で副業・兼業を行った場合、労働時間は通算されます。
各医師について、各医療機関での労働時間を足し合わせ、時間外・休日労働時間
を以下の表に記載されている上限の範囲内としてください。


